
支援アシスタント（非常勤パートナー職員）の募集について 

愛媛障害者職業センターで今回募集する支援アシスタント（非常勤パートナー職員）は、職業準備支

援及び精神障害者総合雇用支援において、当センターの障害者職業カウンセラーと協力し、障害者本

人、雇用する事業主、就労機関の支援員へ以下の職務内容①～⑥の専門的な援助業務を行います。 

 

＜募集内容＞ 

○募集職種 

支援アシスタント（非常勤パートナー職員） １名 

○職務内容 

① 常設の模擬的就労場面における職業評価の補助に関すること 

② 職業準備支援に係る障害者の支援の実施に関すること(就職活動に関する支援を含む)。 

③ 職場復帰支援に係る障害者の支援の実施に関すること 

④ 支援の実施に係る事業主、医師、関係機関等との連絡及び調整の補助に関すること 

⑤ 支援終了後のフォローアップに関すること 

⑥ 障害者の職場適応指導の実施に関すること 

⑦ 上記の業務に付随する業務に関すること 

⑧ その他センター業務(※参照)の補助に関すること 

 

○応募資格 

医療・保健機関、福祉施設、従業員支援プログラム（EAP ：Employee Assistance Program）など

精神障害者の職場復帰支援等のサービスを提供している企業等で、概ね 1 年以上(いずれもボランテ

ィア経験は除く)、精神障害者、発達障害者に対する作業指導、就業支援、職場復帰支援等に関する

業務に従事した経験がある方。 

 

＜採用に当たって重視する点＞ 

・精神保健福祉士、公認心理士、作業療法士、保健師等の資格があれば尚可 

・基本的なパソコン操作ができること 

・普通自動車運転免許を所持し、日常的に運転している方 

 

○勤務地 

〒790-0808 愛媛県松山市若草町 7 番地の 2 

 愛媛障害者職業センター 

TEL：089－921－1213 

  

○採用予定人数 

１名 

 

○雇用期間 



令和９年３月 31 日まで 

なお、採用日は毎月初日(１日)で、年度内の最終雇用日は 12 月 1 日です。 

（契約更新については、業務量、業務遂行能力、勤務態度等により判断） 

 

○待遇 

・ 給与     時間給 1,615 円×7.5 時間 

・ 勤務日数   月 15 日勤務を限度とする 

・ 通勤手当   15 万円を上限とするうちの実費 

・ 超過勤務手当 原則なし 

・ 賞与     年 2 回 

・ 退職金    なし 

・ 健康保険   加入 

・ 厚生年金   加入 

・ 雇用保険   加入 

・ 労災保険   加入 

・ 勤務時間   8 時 45 分～17 時 00 分 （休憩 12 時 15 分～13 時 00 分） 

・ 休日休暇   完全週休二日制（土曜日・日曜日）、祝日、年末年始、夏季休暇、 

・ 年次有給休暇、育児休業制度、介護休業制度等当機構の諸規定による 

 

○応募方法 

・ 応募書類 

ハローワークの紹介状、履歴書（写真貼付）、職務経歴書 

・ 書類の提出先 

〒790-0808 愛媛県松山市若草町 7 番地の 2 

   独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構愛媛支部 愛媛障害者職業センター 

※ 封筒には「応募書類在中」と朱書きしてください。 

・ 書類の提出期限 

毎月 15 日まで(最終受付日は令和 8 年 11 月 13 日)必着 

 

〇 応募書類の取扱い 

・ 応募書類は、原則求人者が破棄します。 

 

○選考方法 

・ 面接選考 

 

〇面接日時 

・ 毎月 16 日(16 日が休日の場合は 17 日) (最終面接日は令和 8 年 11 月 16 日) 

・ 面接時間等は、応募書類を提出されたら当センター(TEL：089－921－1213)へお電話をお願いしま



す。その時に面接時間をご案内します。 

  

＜お問い合わせ先＞ 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 愛媛支部 

愛媛障害者職業センター 担当：松本（まつもと）、相原(あいはら) 

「支援アシスタント募集の件」とお伝えください 

 

※ 地域障害者職業センターは、｢障害者の雇用の促進等に関する法律｣の規定に基づき、厚生労働大臣

が、障害のある方の職業生活における自立を促進するために設置している施設で、全国 52 か所

（各都道府県に 47 か所、支所 5 か所）に設置され、障害者職業カウンセラーによって、①障害の

ある方に対する職業評価、職業指導、職業準備支援及び職業講習、②事業主に雇用されている障害

のある方等に対する職場への適応に関する事項についての助言・指導、③事業主に対する障害のあ

る方の雇用管理に関する事項についての援助、④職場適応援助者（ジョブコーチ）の養成及び研修

等の業務を実施しています。 


